
令和７年度 第２回小金井市地域福祉推進委員会 会議録 

 
日時：令和８年３月１９日（木） 

                                                    午前１０時から午前１１時３０分まで 
場所：小金井市役所第二庁舎８階 ８０１会議室  
 

 
出席委員 １０人 

委 員 中内 敏彦 委員  金ケ江 博紀 委員  山本 俊郎 委員     永並 和子 委員 
  石塚 勝敏 委員    持田 晴子 委員    秋山 理絵子 委員     酒井 利高 委員 
  小森 哲夫 委員  田中 勉 委員    

 
欠席委員 ０人 
 
事 務 局 福 祉 保 健 部 ⻑  髙橋 正恵 
     地 域 福 祉 課 ⻑  根本 礼太 
     地 域 福 祉 係 ⻑  清水 伸悟 
     地域福祉係主任  佐藤 大輝 
     地域福祉係主任    玉井 奈保子 
 
傍 聴 者 ０人 
 
 

 
 
地域福祉課⻑：それでは皆様お揃いですので、改めましておはようございます。私、地域福祉課⻑の根

本と申します。本日は、お忙しい中ご出席いただきまして、誠にありがとうございま
す。また、本日の開催にあたりましては、日程の設定等急なところでございましたが、
ありがとうございました。ただいまから、改選後の初めてとなりますが、地域福祉推進
委員会の会議を開催いたします。新たに任命された委員の皆様には、これから 3 年間と
いう⻑い任期でございますけども、本市の地域福祉の推進に向けまして、様々なご助言
等いただきますと、大変ありがたく思います。それでは、はじめに本日の会議ですが、
特に欠席はございません。皆様ご出席ですので、会議は成立してございます。続きまし
てお配りしております資料についてでございます。本日の次第の他、委嘱状、あとは第
３期小金井市保健福祉総合計画の冊子を新任の方に、あとは事前配付資料 2 点と、当日
配布資料 3 点の合計 7 点になります。ご説明の中でもし不足等ございましたら、お気軽
にお申し出ください。それでは、着座にて失礼いたします。 



それでは本日の次第に従いまして進行させていただきます。 
初めに、委員の委嘱についてです。改めまして、委員の皆様には、当委員会の委員をお
引き受けいただきまして、誠にありがとうございます。本日は、机上に委嘱状を配布さ
せていただいてございますので、ご確認の程よろしくお願いいたします。任期につきま
しては、令和 8 年 3 月１９日からの 3 年間、令和 11 年 3 月 18 日までとなりますので、
何卒よろしくお願いいたします。現時点での委員名簿につきましては、配布した資料の
１番のとおりとなっております。なお、小金井市地域自立支援協議会からご推薦いただ
く予定の枠につきましては、委員改選後ということで、聞いてございますので、現在は
欠員となってございます。また、学識経験者の委員枠につきましても、現在、慎重に調
整を行っているところでございますので、もう暫くお待ちいただきたいと思っておりま
す。また、これまで小金井市医師会より委員のご推薦をいただいて参りましたが、医師
会を構成員とする、小金井市市⺠健康づくり委員会から小森委員をご推薦いただいてい
るということもございます。そのため、またこの新計画につきましては、再犯防止計画
が内包されているという事情もございまして、今回は推薦枠を北多摩東地区保護司会小
金井分区様よりご推薦いただく形に変更いたしました。新たに、今回再犯防止推進計画
を策定しまして、地域福祉計画に内包いたしましたので、特に次回から田中委員からの
ご意見等を賜りたいと思っております。地域福祉推進委員会の運営については、本日お
配りしております資料 2 をご覧ください。小金井地域福祉推進委員会条例に基づき設
置、運営して参ります。続きまして、新たな委員の方については本日が初めての方が委
員会ということになりますので、まずは、皆様、簡単に自己紹介をお願いしたいと思い
ます。田中委員から順番にお願いします。 

田中委員：皆さんこんにちは。北多摩東地区保護司会の小金井分区で保護司をしております田中勉
と申します。よろしくお願いいたします。再犯防止推進計画が内包されたことによっ
て、ご推薦いただきまして委員となりました。まだわからないとたくさんありますが、
しっかり学んで、地域福祉推進に貢献できるように頑張っていきたいと思います。 

小森委員：小金井市市⺠健康づくり審議会より推薦いただきまして、前回に引き続いてやらせてい
ただきます。よろしくお願いいたします。 

酒井委員：私は小金井市の介護保険運営委員会の委員を結構⻑くやっていて、私は小金井市⺠じゃ
ないものですから、是非小金井市⺠の方をとも思ったのですが、委員会から推薦されて
いるものですからやっております。はい。 

  秋山委員：小金井市福祉ＮＰＯ法人連絡会から推薦されています秋山と申します。 
普段私は市内で精神障がい者の方達の支援を行っている法人に所属しております。その
中で私は相談の部門におりまして、計画相談という障がいの福祉サービスを使う方達の
コーディネーターの仕事を行うのと、⻑期⼊院の方々が地域に出ていくための支援を行
っております。よろしくお願いいたします。 

持田委員：⺠⽣委員児童委員の持田晴子と申します。一昨年の１２月からこちらの委員会のメンバ
ーに加わらせていただきました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 



石塚委員：名簿でいくと 6 番目にあたります、小金井市社会福祉協議会の事務局⻑を仰せつかって
おります石塚と申します。前期に引き続きということで、やらせていただきます。どうぞ
よろしくお願いいたします。 

永並委員：公募市⺠の枠で、永並と申します。よろしくお願いします。 
山本委員：公募市⺠の枠で、山本でございます。前期の委員もやらせていただいたのですが、あま

りにも会議の内容についていけなかったものですから勉強を始めまして、社会福祉士の
勉強を始めたところです。やっと、なんとなく知識もついてきたかなという気がしてお
りますけれど、こちらでお役に立てればと思います。よろしくお願いいたします。 

金ケ江委員：公募市⺠の選出で、今回から初めて参加させていただきます。金ケ江博紀と申します。
わからないことだらけですけれど、よろしくお願いします。 

中内委員：公募市⺠として委員の委嘱を受けました中内敏彦と申します。 
日頃はですね、池袋にございます、公益社団法人家庭問題情報センター、一般に FPIC
という名前で呼ばれていますけれども、そこの登録会員として約 12 年ですか、この後
見業務に携わっております。今回、公募市⺠として応募したんですけれども、その理由
としては、やはり地元小金井の現状をちょっとみてですね、今、私が担当してる、他の
地域との比較も見た上で、この小金井市のできれば後見業務に従事していきたいと思っ
ております。どうぞよろしくお願いいたします。 

地域福祉課⻑：皆様どうもありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。 
       続きまして、事務局の地域福祉課の職員をご紹介させていただきます。 
       （事務局紹介） 

続きまして、次第の 2 ですね。議事１の「会⻑及び副会⻑の選出」に進んで参ります。 
地域福祉推進委員会条例の第５条では、本委員会に会⻑および副会⻑をそれぞれ１名置
くことが定められています。会⻑の職務としましては、委員会を代表し、会務を総理す
るとともに、会議の議事進行などを担っていただくこととなってございます。本日、選
出方法ですけども、委員の互選によることとなってございますが、現在学識経験者を含
めて、委員欠員がある状況でございます。つきましては、会⻑及び副会⻑の選出につき
ましては、欠員補充後に改めて行うこととさせていただきたいと思ってございます。本
日は、会⻑及び副会⻑の選出は行わず、委員の欠員補充完了した後に、改めて、次回の
委員会で成立させていただきたいと考えてございます。この件に関して何かご意見等ご
ざいますでしょうか。 

石塚委員：本日の議事の内容は、今年度進めてきた事業の報告が中心となるかと思いますので、会
⻑の選任は次回に延期していただいてですね、本日は地域福祉課⻑に進行役をお願いす
るのはいかがでしょうか。 

（異議なし） 
地域福祉課⻑：はい。ありがとうございます。それでは、本日の議事を進行させていただきます。 

議事の 2 になります。「地域福祉計画の令和 6 年度実績報告及び評価について」に⼊り
たいと思います。事務局の担当より、資料の説明をさせていただきます。 
 



事務局：それではお配りしている資料 3 をご覧ください。A4 の横⻑の資料になります。 
市では、地域福祉の推進を図るために、地域福祉計画を策定しております。この計画で
は、「３つの基本目標」に基づき、全４７の個別事業を位置づけてございます。また、こ
の計画の着実な実施を図るために、次年度にＰＤＣＡサイクルに基づいて計画の評価を
行い、改善へとつなげていく体制を整えております。地域福祉推進委員会の皆様には、
委員会の主な所掌事項として、こうした地域福祉計画の評価内容となってございます。
本日お配りしている資料 3 についてですが、こちらは前年度の令和 6 年度の地域福祉計
画の実績に対する評価内容となってございます。事務局の方で、自己評価のような形で
やった内容に対して委員の皆様にご評価いただいた結果というものが、資料に反映され
ております。本日当日配付させていただいた資料で、細かくお読み取りいただくのは難
しいかと思いますので概要について説明させていただきます。まず、基本目標 1 はで
す。主に福祉のまちづくりに関する環境整備を契機とした施策が位置付けられていま
す。この分野では、バリアフリー化や住みやすいまちづくりに関する具体的な取り組み
が進められております。基本目標 2 では、包括的支援体制の構築が重ねられており、特
に今年度からスタートしております重層的支援体制整備事業について、前任期の委員の
皆様から多くのご意見が寄せられたところです。基本目標 3 では、地域活動の活性化が
掲げられており、地域づくりの住⺠同士の交流を推進する施策などが位置付けられてお
ります。この目標に基づきまして、地域住⺠が主体となる活動を支援することで、地域
内の連携強化などを目指しております。資料 3 の最終ページに、委員の皆様からいただ
いて、その評価結果が記載されてございます。現在、評価結果については、まだ調整を
している段階にありますので、そうしましたらこちらは市のホームページで公表する予
定となっております。委員会からいただいたご意見、ご評価というものは、各事業の部
署の方にフィードバックを行いまして、事業の見直しとつなげていただいております。
資料 3 の今年度、7 年度の事業の実績報告につきましては本日お集まりいただいている
皆様にご評価いただくことになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。資料の
説明は以上でございます。 

地域福祉課⻑：それではこの件に関しまして、何かご意見ご質問ございましたらよろしくお願いいたし
ます。なかなか細かい資料で恐縮ですけども、また何かお気づきの点とかございました
ら、事務局の方にメールでも結構ですのでいただければご回答させていただきますの
で、よろしくお願いしたいと思います。本日のところはこれで、この件は終わらせてい
ただきます。 
続きまして、議事の 3「第 2 期小金井市成年後見制度利用促進基本計画の策定につい
て」に⼊りたいと思います。事務局の担当より、資料のご説明をさせていただきます。 

事務局：それでは、本日の議事３「第２期小金井市成年後見制度利用促進基本計画の策定につい
て」、資料の説明と合わせこれまでの経緯を改めてご説明させていただきます。成年後見
制度は、認知症や知的障がいなどにより判断能力が十分でない方々の権利を守り、その
方々が望む⽣活や財産を法律的に保護するための制度です。小金井市では、成年後見制
度の利用促進のための基本計画を、令和３年度に策定いたしました。現計画が今年度末



で終了することを踏まえ、次期計画の策定に向け、これまで取り組んでまいりました。
前委員の方々にご出席いただきました１１月の令和７年度第１回地域福祉推進委員会に
おきまして、第２期の計画案をお示しし、ご審議いただいたところです。審議の際にい
ただいたご意見等を参考に、再度計画案を検討し、検討後の計画案をもって、令和８年
１月１５日から２月１６日までの期間で、パブリックコメントを実施いたしました。パ
ブリックコメントでは、お１人の方から４件の意見が寄せられました。その際のパブリ
ックコメントの実施結果をまとめたものが、事前送付させていただいた資料「第２期小
金井市成年後見制度利用促進基本計画（案）に対する意見及び検討結果について（概
要）」になります。パブリックコメントの結果を踏まえ、事前送付させていただきました
もう１つの資料「第２期小金井市成年後見制度利用促進基本計画」を本計画の最終案と
して提案させていただき、本日の地域福祉推進委員会にてご承認いただきたいと考えて
おります。事務局からの説明は以上です。 

地域福祉課⻑：はい。ありがとうございました。それでは、こちらの成年後見制度利用促進基本計画に
関して何かご意見、ご質問ございましたらよろしくお願いいたします。 

      （質問なし） 
事務局：事務局の方から続けてよろしいでしょうか。今回事前に資料送付をさせていただいた際

に、委員の方からメールにてお問い合わせをいただいた意見がありまして、個別でご回
答の方はさせていただきました。ただ、回答が間に合わなかった方もいらっしゃいまし
たので、間に合わなかったことについて、いただいたご意見の内容と回答をさせていた
だければと思います。いただいたご意見が、今回の計画の中にある法人後見の推進に関
する内容なんですけれども、市の社会福祉協議会が法人後見を推進していくという内容
が計画案の 9 ページ、施策の展開 3「法人後見の推進」、こちらの実施内容のところでで
すね、「社会福祉協議会が法人後見を実施できる体制を整備します」という記載をさせ
ていただいているんですけれども、お問い合わせの内容としてはですね、今現在でも、
市の社会福祉協議会、法人後見を受託していると思っているが、こちらの内容と整合性
がとれないんじゃないかということでお問い合わせをいただきました。市の社会福祉協
議会が以前、法人後見にされていた実績あるんですけれども、今現在この法人後見を継
続的に行うための環境が今は整っていない状況が続いているということで、法人後見の
受任が行えない状況がちょっと続いているということがありまして、今後、法人後見の
実績を、安定して重ねられるように体制を整備していきたいという内容となります。以
上です。 

地域福祉課⻑：権利擁護センターということもあって、石塚委員より全体的な補足をお願いします。 
石塚委員：はい。概ね今ご説明があったとおりでございまして、確か平成 21 年か 22 年ぐらい法人

後見で試行的に取り組ませていただいたという実績がございますが、やはりこの体制で
は十分に継続していくのは難しいということからですね、それ以降、要綱は設置されて
いますが実際していないという状態が続いております。今回はそういった中で今後法人
後見をやるうえでも専門職ですとか、他の法人後見できる団体も行えるところもござい
ますので、社会福祉法人が取り組んでいく法人後見というのがどのような方をターゲッ



トにして取り組んでいくかということを考えながら進めていく必要がございますので、
できるだけ体制づくりを小金井市さんと協議しながら進めてまいりたいというふうに考
えているところでございます。以上になります。 

地域福祉課⻑：ありがとうございます。あとその他のご意見ご質問何でも結構です。ございましたらど
うぞ。はい。どうぞ。 

持田委員：９ページの「法人後見の推進」のところで、市⺠後見養成講座を終えられたら意思決定
サポーターにというところで、今後のサポーターの役割というか、具体的なイメージと
いいますか。 

事務局：具体的に、ですね。こちらの記載がある意思決定サポーターについて具体の内容今詰め
ているところではないんですけれども、今現在市⺠後見人に関して、後見人の養成のた
めの講座等を受けられて、ただその後実際に後見を受任しているという方はそう多くは
ないので、そういった方々をどう活用していくかというところで、法人後見を社会福祉
協議会が受任された際に、そちらを手伝っていただく方、それを意思決定サポーターと
して、市⺠後見人養成講座選べたそういった形で活用できないかとしてこれから検討を
行っていくというというところです。ですので、市⺠後見人として研修等を受けられ
て、今後、実際に市⺠後見についての後見業務を見据えた方々について、社会福祉協会
が法人後見をこなす際にサポートしていただくような、そういったかたちで活用ができ
ないか、検討を今後進めていくことを考えております。 

持田委員：去年養成講座を修了された方はどのぐらいいらっしゃいますか。 
事務局：今、数を手元には持っていないのですが。 

石塚委員：結構いらっしゃいます。養成講座自体は近隣７市合同でやっているものなんですけれど
も、そういった中で、隔年で、２年ごとに行っていまして、間の 1 年は受講し終わった
方々のフォローアップということでやっております。現在ですね、実際に受任されてい
る方で、審判が下りたのはお一人いらっしゃいまして、もう一人現在審査中だったかと
思いますので、2 件になるかなという状況です。その際、社会福祉協議会が後見監督と
してつくというかたちになります。以上です。 

酒井委員：今の件ですけれど、社会福祉協議会がね、しっかりと後見をやってくれるということな
ので、多分なんですけれど依頼をする方というのはですね、自分の財産を⻑期にわたっ
て安心してお願いできると、やはりそういうことを個人レベルではなくて組織レベルで
やはりここだよなという。ひとつは社会福祉協議会とかだと思うんですよね、ほかに
NPO とかもありますけどね。やはり経験的に、障がい者とか高齢者の方は、市が関与
して運営しているところに安心感ありますよね。中で何かあったとしても、やはりそう
いう意味で専任の方がいないということもありましたけれど、やはり強化をしてです
ね、法人後見人としての社会福祉協議会があって、養成講座を受けた市⺠の方がサポー
ターとして動いてくれる、社会福祉協議会のもとで。そういう運営体制がよいのではな
いかと思う。是非、よろしくお願いします。 

地域福祉課⻑：ご意見ありがとうございます。はい、山本委員。 
山本委員：今、酒井委員が仰った２番煎じみたいになってしまうんですけれど。実際の実務を殆ど



知らない観点でこれを見させていただいた上で思ったのが、流れとして市⻑申し立てが
あって、それが増えてきた受け皿として、酒井委員が仰ったように社協で法人でやる、
法人でその後という流れをイメージされているのではないかと思うのですけれど、それ
をするにあたってどうかと思ったのが、相談件数が 700 件とかあるので、実際にどうい
う要望だとかで相談が来ているのか、例えば「制度が知りたい」っていう相談が多いの
であれば、それに⼊る前の相談だと思うんですが、「こういう人が困っている」「私契約
できなくて困っている」ような相談が多いようであれば、市⻑申し立てをすぐにでもと
りかかれるおう体制にしておかないと、その後社協に流れていくという流れがうまくい
かないのではないかなと、社協の法人後見と市⻑の申し立てがどうなのかな、と思った
次第です。 

地域福祉課⻑：是非、この点、石塚委員お願いします。 
石塚委員：はい。ちゃんとしたお答えになるかわかりませんが。まず法人後見、市⻑申し立てにつ

いて。市⻑申し立てというのは身寄りがない方、どなたも支援していただける方がいな
い方の案件で、直接ご本人からご家族から情報が⼊ってくるというよりもですね、高齢
者の多くは包括支援センターからですね、やはり介護の事業所から相談が⼊ってくる。
例えば施設⼊所にあたって契約が必要というようなね、今後を見据えて後見をつける必
要がありますね、というところで相談があるケースが、現場としては多いかなというと
ころです。実際そうした関係機関とのやりとりが毎日のように、一刻一刻と状況が変わ
っていきますので、まさに速やかに手続きが必要な方に行われていくというところで
す。家裁に申し立てをして審判が下りるまで、今大体約１か月から２か月ぐらいかかる
と思いますので、時間がかかりますね。あとは、私共のところの社会福祉協議会、権利
擁護センターの地域福祉権利擁護事業と言って、これもご利用される方の大半は関係機
関でやはりちょっと日常的な金銭管理だったり日常⽣活の支払いだったりができないよ
ねっていう方々で。待っていただいている方の連絡先は全てケアマネさんだったりです
ね。そういう方々が仲介していただいて、実際ご家族からというのは多くはないです。
年間でご家族からというのは１件か２件ぐらいかな。それでも私が実際に担当していた
時は、そういったパターンは大体、知的障がいをお持ちの方の親御さんから、ある程度
年齢がいって一人で⽣活をしていくとい時に後見をつけないかということがあったか
と。ただそういった場合でも結局どうしようかなという、そこまでいかい場合もありま
す。ご本人の意思も非常に重要でございますから、そういったところの兼ね合いもみて
いくというところです。十分な回答なっているかわかりませんが、以上でございます。 

山本委員：相談に来るのはどういった感じ…１日に１件とか２件とか来たりするんでしょうか。 
石塚委員：基本的に、先ほど申しましたとおり後見の相談となると関係機関からきたりすることが

殆どです。市⺠の方からの相談となってきますと、老い支度ですとか、自分が認知症に
なってしまったらどうすればいのだろうか、葬儀はどうすればよいだろうかといったよ
うな。私共の権利擁護センターの方で、毎年２回成年後見制度の啓発のための講演会を
開いておりまして、そういったところで老い支度なんかにつきましても、勿論制度の説
明と併せてですが、させていただいておりますし、午前中の講演会の後のその日の午後



に司法書士の先⽣、行政書士の先⽣による相談会を行っております。特に行政書士の先
⽣であれば相続、司法書士の先⽣であれば土地建物、といった専門的なところの知識を
いただいたご相談を受けられるということでやっております。 

地域福祉課⻑：そのほか何かございましたら。はい、秋山委員どうぞ。 
秋山委員：そもそも、成年後見制度自体が今年、大幅に改正が⼊ると思っていて、補助がメインと

なっていて、今までは終身だったのが、途中で切ってもいいという制度になるという。
成年後見に求められるものそのものが変わってくるのかなと支援者の立場としては思っ
ていて。今までは一度付けたら一⽣と思うとハードルがすごく高い、だけど、親から受
け取った財産の整理とかその辺が片付けば成年後見ではなくて地権の金銭管理の支援だ
けでやっていける方も多くいらっしゃって、成年後見の方たちに求められるスキルって
いうのもきっと変わってくるんじゃないかなと思っているんですけれど、この計画とい
うのはそのいうことも見越しての計画となっているのか、それとも今までの成年後見の
制度をもベースに作られているのかを教えていただきたい。 

地域福祉課⻑：それでは、私の方から。こちらの策定にあたっては、国の計画ですとか今後⺠法の改定
等もございまして、秋山委員からご指摘いただいたように、これまでは一度後見をつけ
るとその方が亡くなるまでやめられないですとか、もう必要がないのに付いたままとい
った問題はありました。国の方もその点は柔軟に応対できるようにと変わってきていま
す。こちらの計画ですと９ページの真ん中、施策の展開２「家庭裁判所との連携」とい
うところに、「後見人の推薦及び後代の調整」として今回加えさせていただきました。
ここが正に秋山委員からご指摘いただいた部分。中核機関の社協さんの方で、一度成年
後見人を付けたらそのままではなくて、適切に交代の時期というものを見極めてその辺
も柔軟に対応していくというかたちを、今回は⼊れております。ですので、ご指摘いた
だいたとおりでございます。 
はい、田中委員。 

田中委員：すいません。前提として、計画案に関する意見ということであるならば、具体的なオペ
レーションとか、そういったところまで意識して発言しているかどうかって僕まだわか
ってないんですけれど、どんな発言してもいいのかなって思いつつ、ちょっとそこは 1
点お聞きしたいなということで。もう 1 点目は、中身の話なんですが、「基本施策 1」の
「中核機関の運営及び機能充実拡充の展開 1」の（2）が多分、これ肝だと思っていて、
この（2）の支援検討会、ここにおいて、具体的な受任者調整とか、おそらくここでも
交代の調整に関しても、この検討会議で行われるのかな、なんて思っているんですけれ
ども。ここに関するデザインっていうのは、もう、一定程度イメージされていて、こう
いう支援検討会議を作っていこうとか、そういったことはここの場で検討されていたの
か、それともそこに関しては、地域福祉課さんや社協さんにお任せというか、その中で
検討されていくって話で終わったのか、そこをちょっと伺いたいなと思いました。 

事務局：事務局から説明させていただきます。今、ご質問いただきました支援検討会議について
です。まず前回の地域福祉推進委員会においては、ほぼ今回お示ししている計画の内容
と近しい形で、計画案という形をお示ししてご審議いただいたという形になりますの



で、具体的に支援検討会議の内容等について細かくこの場でご審議いただいたという形
ではありません。 

田中委員：ないんですね。 
事務局：はい。支援検討会議自体についてどういったものをというところにつきましては、その

前段として、社会福祉協議会、あと専門職の方々を中心にですね、計画の策定委員会を
立ち上げているんですけども、その中で話をしてきたかたちになります。また、実際に
はですね、現在も運営等審査会において、こういった受任者調整などをすでに行ってい
て、新しい計画のもとで、そちらの内容を新検討会議として切り分けて、細かく進めて
いければと考えています。また、次年度以降は細かくさらに支援検討会議の内容、実施
の形を詰めていければというところから開始していければと思っています。 

田中委員：ありがとうございます。詰めていくっていうことがその具体的な細かい部分に関しては
ここで議論はしないで、社協さんの中でとか運営等審査会とかで議論していく中での結
果というか、そういったものがここでフィードバックされる、そんなイメージですか。 

事務局：そうですね。 
田中委員：なるほど。ありがとうございます。あ、あと１つめの質問なんですが、どんな発言して

もいいんですよね。 
地域福祉課⻑：はい。 

田中委員：はい、すいません。以上です。 
地域福祉課⻑：中内委員どうぞ。 

中内委員：ちょっと別の観点なんですけども。この 14 ページの「後見人への支援」の（2）のです
ね、後見人等への報酬助成制度の見直しなんですけれど。実際にですねこの保険、業務
に携わっていますとですね、要は、お金のない方の支援だとかほとんど預貯金のない方
の後見を裁判所は私たちが所属する FPIC に与えてくるので、この報酬助成制度がある
ってことは非常にありがたいんですが、決してすべての市町村にあるわけじゃないの
で、実際にこの助成制度って一体どんなものなのかちょっとよくわからないんですが。
おそらく、幾らかのお金が、被後見人の口座に振り込まれるのではないかと思うんです
けども。それをどのように利用するかっていうことになると、おそらく被後見人等のた
めに活用する。自分たち後見人そのものですね、報酬として受けるというのは、ちょっ
と間違ってるんじゃないかと思うんですけれども。この助成制度の中身、とかっていう
のは、ちょっと私には理解できないんですけど。これは具体的にもう、きちんとした定
まったものがあるんでしょうか。 

事務局：報酬助成につきましてはですね、各自治体でそれぞれ定めているところになります。報
酬助成について、今お話があった専門職後見人への支援の中の施策内容で、報酬助成制
度の見直しを進めるということを記載させていただいてるんですけれども、こちらにつ
いては具体的に 12 ページにあります基本施策 3、施策の展開１、施策名（1）の方でも
ですね「成年後見制度利用支援事業の統一化と拡充」というところ記載しております。
現在、小金井市はですね、申し立てにかかる費用の助成や、後見人の方への報酬の助成
というのが、基準であったり金額というのが行う部署でバラバラになっておりまして、



高齢者の方の市⻑申し立てについては高齢部門部署で行っており、障がいをお持ちの方
についての市⻑申し立てはそちらの部署で、そうではない申し立てのケースの場合です
と社協さんを通じて報酬助成を行っているというかたちで、それぞれ誰が申し立てをす
るかとか、どういった部署で助成を受けるかで制度とか金額がそれぞれ少し違ってしま
っている部分がありまして。まず統一化であったり、そもそも今の報酬の助成額がふさ
わしいものなのかというところも踏まえて、今後、拡充等を踏まえて検討を進めていき
たいというふうに考えております。 

中内委員：だから、きちんとしたその報酬助成制度に関する規定のようなものがあれば、それは参
考にすることはできるんですけれども。ただ、今仰ったように、裁判所に何か申請する
場合には手数料の補助だとか。そのようなもの以外に、それって対しての大きな額じゃ
ないんですよね、そうすると、もう少しお金のない被後見人等に対して、自治体として
こういう助成制度がありますよっていうふうなもので、金額的にもそこそこ大きなもの
であれば、後見事務を担当するものとしては、それは非常にありがたいと。ぜひ、やっ
てみようというような、そういう積極的なものが出てくるんですけれども。それぞれの
自治体によってどうもその辺のところが曖昧なような感じがするので、そこのところを
もう少し、小金井市としてはっきりするものを出していただければ、こういった市⺠後
見人の方々にとっても、やってみようと、いうようなものになっていくのかなというふ
うに思います。 

地域福祉課⻑：報酬助成については、各部署ごとで要綱を定めた中でやっているんですけれども、いか
んせんこれまで各部署ごとに要綱を定めるということがあったものですから、それぞれ
差異が⽣じてしまっているといったところから、今回折角ですからこの計画の中でそれ
を盛り込んで、今後それを整理していきましょうというような目標になっております。 

田中委員：ごめんなさい。今の点は私もわからなくなってきたんですけれど。報酬助成って、裁判
所で報酬が決定されたけれども、実際の後見人の方が払うことができないから助成する
というたてつけの話ではなくて、特にここの項目専門職って書いてあるので、専門職後
見人の活動が安定するための報酬助成っていうのは、その例えば裁判所で決まった金額
に対して、それは後見の方が払うとして、そこに、市が上乗せして、例えば後見人はプ
ラス２万円多くもらえるみたいな、どっちのイメージなんすか。 

地域福祉課⻑：上乗せではないです。あくまで申立費用に対する助成です。 
田中委員：それはだから要するに、多くの自治体が行っている前者の言い方で差支えないですか。 

地域福祉課⻑：石塚委員、補足をお願いします。 
石塚委員：報酬助成っていうのは、家裁から報酬審判が出て、例えば年間 20 何万、それをご本

人、要するに被後見人さんの、財産からこれをもらってしまうと⽣活が成り立たないと
いう状況があるということで、大体、全体的にいろいろな地区をみても、被後見さんの
財産がどれぐらいなのかという目安があって、それ以下であれば報酬助成を申請できま
すよと。あくまでもご本人様の今ある財産から報酬をもらうことができないかわりに報
酬助成をもらってですね、多くは被後見人さんの口座に 1 度⼊って、そこから後見人さ
んが報酬をもらっていただくという仕組みになってくるかと思います。ただ、そもそも



家裁がなぜこの金額、この財産なのにこの金額の審判を下しているんだって、個人的に
悩む時もありますけれども。現在の仕組みでは、そういった中でやっていることになる
かと思います。ただ、申し立てにかかる金額っていうのは、医師の鑑定依頼が必要と言
うときには 10 万とかありますけれども、そうでなければ切手代だったり印紙代だった
りそういったものが主になりますので、それもこれから後見を申し立てる方の財産が少
ないということからかなと思います。 

地域福祉課⻑：はい、山本委員。 
山本委員：今のお話に関して私も少しわからないのですが、あくまでも報酬助成は後見人をやられ

る方への支払いに充てられるものと。先程の中内委員が仰っていたのはやる方のインセ
ンティブのようなものとしてという要素はという点でいうと、違う。例えば高齢者だっ
た高齢者の、障がい者だったら障がい者のというようなのが後見人にも伝わって、だっ
たらやろうかという流れになるんじゃないかなと思うんですね。 

中内委員：あのですね、お金のない人の後見を担当することって非常に、非常に苦労するんです
よ。お金の捻出どうやってやろうかと。その場合に、そういった助成金があれば、非常
にありがたい。それはその後見人が自分の報酬として使うのではなくて、被後見人のた
めに使うお金なので、それは、市からの助成があると、非常に使いやすいと。そうなる
とですね、お金のない人の貢献もやってみようという、市⺠後見人さんのような方が、
私もやってみようということになるんじゃないかと。お金のない人の後見やるって非常
に苦労するんですよ。だから、そういう面で、市からの助成っていうのは非常に後見人
を増やすためにね、一種のインセンティブみたいになるのかなと。 

田中委員：小金井市は市⺠後見人を想定している計画でしたか。 
地域福祉課⻑：だけじゃないです。 

田中委員：いや、逆に読めるのですけど。これ、あれですよね。専門職後見人への支援というとこ
ろに⼊っている内容なので。 

中内委員：また、後見人等へと書いてありますので、ここには、市⺠後見人だとか、親族後見人も
全部⼊っているっていうふうに私は理解しているのですけれども。 

田中委員：えっと、書き方が変わっている。私、旧版を見ているのかしら。14 ページの「施策の展
開２の後見人への支援」の政策名（2）、私ここの話をされてるのかなと思っているので
すけれど。 

中内委員：そうです、そうです。 
田中委員：これ、後見等に変わっているのですか。 
中内委員：後見人等になっている、違いますか。 
田中委員：いやわからないです。私のデータでは、後見人にしかなってないので。だから聞いてい

るのですけれど、等ですね、わかりました失礼しました。それだったら大丈夫です。 
地域福祉課⻑：持田委員、どうぞ。 

持田委員：はい。意見が２つあります。１３ページですけれども、２つとも。基本施策３「権利擁
護支援を支える機能の充実」施策の展開２「相談機能の充実」におきまして（４）頼れ
る身寄りがいない高齢者又は障がい者等への相談支援、家族や親族がいない、または家



族や親族がいても必要な支援が受けることができない高齢者又は障がい者等に、成年後
見制度の案内をはじめとする必要な情報提供や相談支援の充実に期待しています。その
ための体制の整備ということについて、社会福祉協議会の石塚さんにお聞きしたいので
すが、ご説明いただけますでしょうか。具体的にどのようなことなのか。 

石塚委員：そういった中では、これまで行ってきた講演会の事業であるとか相談会の事業とかもあ      
りますし、日常的に窓口を開いたりということがまずはあるのかなという風に思いま
す。そういったことをベースにしながら、今後できる具体的な施策を考えていくとい
う、今ここでこうですというのは申し上げられないのが大変申し訳ないのですけれど
も。いずれにしても皆さん安心して暮らせるようにというところで進めていきたいと。
あとは先程も申し上げましたけれども、実際、具体的に後見のお話とかになってきたり
いわゆる地域権利擁護事業につきましても、結局、関係機関から⼊ってくるパターンが
本当に多いので、まあそういった部分では、関係機関の方に十分ご理解をいただくとい
うところも非常に重要なのかなと思っております。現場でやはり直接見ていらっしゃる
方々が、その変化とかそういたものに気づいて、ちょっとこういった場合には成年後見
制度とか、地域福祉権利事業の利用を進めたほうがいいんじゃないかという風なところ
をご理解いただくといったことも大事かと思っておりますので。まあ、今までも、関係
機関等連絡会と言って、例えば市の方でいけば経済課ですとか自立⽣活支援課にご参加
いただいて、周知に努めていますし、実際今日の午後に関係機関等連絡会が開催される
予定でおりますので、地道な活動を続けながらというところで考えているところでござ
います。以上になります。 

地域福祉課⻑：はい、酒井さん。 
酒井委員：今の件ですけれども、小金井市の中だけでなくて相談支援という関りでいろんなキャッ

チボールが１日当たりものすごい数なされているわけでね、ただその中で成年後見が主
軸になっていないとは思うんだけれども、関係者っていうのは必ず対象者というか当事
者ですよね、まあ障がいだったりその親とかもいらっしゃってね、その方は知っている
わけだから、その時にやはり成年後見に絡む話っていうのをね、情報をしっかりと共有
するとかね、例えばそういった事業所なんか本人とそういう話ができなくても、家族面
談必ずやられますよね、そういった時に伝えるとか、情報を収集するとか、そういうか
たちではやはりアンテナが非常に、ただその機関レベルでどっかにあるというか、機関
に関わっている職員さん自体がそういうアンテナを常に持つということが非常に大事な
のかなと。だからここ２０年ぐらい成年後見の話ってずっとあるんだけれど、そんなに
ボロボロっていう感じではないですよ。だけどこう認知症の時代に⼊ってきた中では、
本来は需要っていうのは高いはずなんだけれども。ちょっとそれと関連して、この中で
読んでいて、家族信託という言葉がないんですよね。まあ直接成年後見と関係はないの
だけれども、財産管理に関わる要件と、そうじゃない⽣活面に関わる要件とを分けて、
例えば財産管理は親族に任せるとかね、そういったかたちで、それ以外は機関がやると
かね、そういうこともできるみたいなので、それを含めてね、私もそんなに知識を持っ
ている訳ではないけれども、情報としてこういう風になっているんだよというところを



色々な関係者が知る場というか、そういった場が必要かなと思うんですよね。やっぱ
り、この代って、その立場にならないと分からないんだよね。誰も気に留めないし。介
護にならないと介護が分からないのと一緒で。 

田中委員：あ、ごめんなさい。家族信託の議論とか、でていたんですか。 
地域福祉課⻑：今回の計画の中では触れてはいなかったかと。 

酒井委員：一個人としてだけれど、対象とした場合にね、財産とかになると後見人さんだってどん
どん構えてくるわけでしょう。金額もでかくなるし。その辺ではね、先程のハードルの
高さっていう時の報酬の問題もあるけれども、そういった問題も含めて。あと例えばよ
くあるじゃないですか、要介護になったおじいちゃんおばあちゃんを誰が見るのって、
兄弟の中で恩恵だったりそれが財産も絡んでね、よくテレビでみる。例えばそこのある
部分を切り離すことによってね、ちょっと人間的なね、接点とかも介護とかあるんじゃ
ないかと。 

山本委員：今お話しを伺っていて、法人後見だと、法人が受けて、財産部門だとかに分けて、人が
立ち代わりやるというイメージなんでしょうか。 

石塚委員：まあ、色々なパターンが考えられるかと思います。法人後見のメリットというのは、例
えば若い方ですね、一番わかりやすい。若い方が被後見人等になられた場合、⻑期にわ
たりますよね。それが専門職の後見人が一人ついたという時に、仮に後見人が高齢だっ
たとして、今の制度だとどう考えても後見をやっていらっしゃる方が先に亡くなってし
まうという風になりますね。⻑年、うまく築いてきた関係性があるのだけれども、先に
後見人がリタイアせざるを得ないと、そういった場合に、法人後見であれば法人内で引
継ぎだとか交代でといったことができるというのが法人後見のメリットの一つです。あ
とは、非常にいろいろな方がいらっしゃいますので、専門職の方がついていますけれど
も、後見人と被後見人の関係性が著しく悪くなった時にすぐにやめることができないと
いうことがありますね。特に精神に重い障がいを持っていらっしゃる方の場合ですと
か、法人後見であればその中で担当者を変えることで、この人だったらうまくいけるん
じゃないかという、中での交代でスムーズにあるべき担当者にもっていくことができる
というメリットが法人後見にはあるんではないかな、と思っておりますので、まあ法人
後見をどのようにうまく使っていくのかというのは色んな考え方があるとは思います。
デメリットとすると、複数の人が関わったとしますと、そこに現金管理が色々重なりま
すと、複数の人が現金管理をきちんと毎回整えておくことも非常に苦労はするようなこ
とになろうかと思います。勿論、現金管理を少なくすればいいんですけれど、それでも
やはりある程度はでてくるという。そうすると、お一人だったら出したり⼊れたりにそ
こに間違いはないんだけれども、複数だとあっちで出したよ、こっちで出したよ、って
いうのは日々連絡をみてその集計も逐次行っていかないと。大体そういう時って後見人
さんが立て替えちゃったりとかして、数字が分からなくなってしまったりというとがあ
るので。そういったところの丁寧な対応とかが必要かと思います。いずれにしても、単
独でつくっていう場合もそれはそれでいいところもございますし、法人でやることのい
いところもあるかなと思います。あと、先程酒井委員が言ったように、後見人が２人付



くというのは、複数後見というかたちで、例えばその訴訟みたいなことと、日常⽣活と
かも絡んでくるというのであれば、日常⽣活の方はご家族がやる、訴訟みたいなものが
絡んでしまっているのは弁護士さんが一旦ついて、その問題が解消したら弁護士さんだ
け辞任して、ご家族が継続してみていくというふうなこともありますし、あとは先程市
⺠後見人をどう活用するかというところで、そういった困難を抱えるような、財産だっ
たりだとか、法律に関わるといった困難だったんだけれども、それが終わったら日常の
ところでの支援だけでよければ、そこを市⺠後見人さんに担ってもらえないかな、みた
いな話も勿論でていますので。ただ、市⺠後見人さんにそこまで担えるのかっていうの
がまた逆にあってですね、これがなかなかまだ難しいというところがありますので、そ
ういったところをこれから少しずつ見ていかなくてはいけないのかなという風には思っ
ています。はい。以上になります。 

地域福祉課⻑：ありがとうございます。永並委員、どうぞ。 
永並委員：上の方の「（３）地域福祉権利擁護事業との連携強化」というところですけれども、「地

域福祉権利擁護事業から成年後見制度への適切な移行を図ります」と。先ほども出てい
たんですけれども、部分的に法的なサポートをして方向を決めていくということが多い
のではないのかなと思うのですけれども、ちょっと違和感があるんです、この表現に。
先ほども地権の方すごく待機者が出ているということで、それと考え合わせるとできる
だけ少しずつでも移行したいというお気持ちもあるのかもしれなのですけれども、そこ
をうまく、この表現だとちょっと、もうちょっといい表現がないのかなというふうに。 

石塚委員：そうですねえ。 
地域福祉課⻑：お願いします。 

石塚委員：まず現状から、今、永並さんが言っていただいたところ、課題も含めてなんだろうな
と。まあ、地権でやっていて、地権でも現状でいく補助・補佐レベルだったら地権でや
っていくのも大丈夫なんですよというのはある。ただ、それが望ましいのかというのは
また別で、まあやはり先程いったとおり従来、契約だったり管理だったりとなってくる
と成年後見制度にちゃんとお繋ぎするといのが重要になってくると思っているんです
ね。まあ、我々確かに待機者多くいらっしゃるので、そうすると仮に今後見の方に一
旦、今度の制度でいったんだけれども、何か大きなものが終わったからじゃあ後見を外
しましょうとなった時に、その人どうするんですかっていう問題が残るんですね。じゃ
あ、すぐ地権に戻れるかというと、その方のために枠を空けておくということはないで
すから、またお待ちいただきますということになるんですね。それってどうするんだと
いうのは、今、課題として突き付けられているんですね。じゃあどういう風にしたらい
いんだと。勿論今、やめられるとはなっているけれども、やめられるというレベルがで
すね、どういったところで判断されるのかというところにも通づるところだと思うんで
すよね。勿論、本人の意思は確認していった上で、どういう支援が必要なのかというこ
とをきちんと判断したうえで、それが地権なのか、後見、いわゆる今度は補助制度とい
うようなかたちになるのか。ただ、直ぐに戻ってくるよという話になると、じゃあどう
やって受け皿を設けるのか、これについてはまだ明確な回答というかですね、私の方で



は国の議論を見ていて明確に分からないなというようなところですので、そこは何かあ
れば補足してもらえると。 

地域福祉課⻑：何か。とにかく現場の地権事業がまず、待機者が溢れているという状況がずっとこの間
続いていると。一方で、成年後見ってまだまだ認知が少ない。本来成年後見制度にもう
移行すべきような人も、待機者の中には潜在的にずっと、残っているみたいなところも
あるので、もうちょっと、市としてはこの辺のＰＲっていうか、広報周知っていうもの
をちょっと今後していかないといけないのかなっていう課題はありますね。何でもなん
でもかんでも、社協さんのまず地権だとしなくても、最初から成年後見という場合も中
にはあるわけで、その辺の棲み分けっていうのはちょっと今アバウトになっているのか
なという感じはするので、その辺をしっかり整えていければなとは思っています。 
あと、ご質問でもご意見でも。あ、持田さん。どうぞ。 

持田委員：２つめの意見ですけれども、よろしいでしょうか。同じ１３ページです。施策の展開３
「広報機能の充実」の「（３）出前講座」です。私はこれを読んで、例えば小学校、中学
校、小学校では高学年を対象に、中学校は全学年に、出前講座はいかがかなと思いまし
た。どうしてかといいますと、若いうちから正しい知識を養うことは大事かなと思った
次第です。 

地域福祉課⻑：ご意見ありがとうございます。 
持田委員：難しいですかね。 
酒井委員：社会経験のない中で、おじいちゃんおばあちゃんが元気だとなかなか実感が湧かないん

じゃないかと。周りが、例えばね、子ども自身が、特別支援学校の子がいるとかね、そ
ういう身近さがあれば別だけれども。それもなかなか難しい現状ですよね。そうする
と、いやな話だけれども、時期早々な気もしますね。 

田中委員：今の話はいい話だと思いましたよ。評価する場ではないと思っているので、早いか遅い
かという話ではなくて、いい話だなと。私、小学⽣、中学⽣の塾講師をやっているの
で、小学⽣今色々なことを知っているし、「ダメ。ゼッタイ。」の薬物乱用防止の講義を
すると寧ろ「先⽣古い」とか言われるので。様々な小学⽣がいるから、様々な可能性は
残しておくのがいいかななんて思ったりします。以上です。 

石塚委員：今、小学⽣にもという話でイメージしたのが、今包括支援センターの方では、認知症の
キッズサポーターの講座を小学校回ってやっていただいているんですね。それを考えた
ときに、それをこれに結び付けて何かできることはないかなと少しだけ妄想してみたん
ですけれど。今直ぐに答えが出せるものではないんですけれども、ただ全くできない話
ではないんだろうなと。ただ、よく練って小学⽣にどうやって伝えていくのかっていう
のを、ただでさえ大人が聞いてもわかりにくいっていうのをですね、子どもたちにわか
りやすく説明するっていうのは、これはなかなかハードルの高い話だなと思いますけれ
ども、でもそれができるようになれば、非常に有用な話なのかなというふうには感じた
ところでございます。 

持田委員：少ないからあれですけれど、学校でみたことを持ち帰ってもらって、お家でこんな話も
あったよと、おじいちゃんやおばあちゃんにもつたえてもらう、そんな啓発もあるのか



なと思いますね。 
田中委員：多分、文言に教育機関というのがないというところが今の議論、ご質問だったと思うの

で、まあそこを⼊れるか⼊れないか難しいのかもしれないですけれど、関係機関という
中で例えばそういった教育機関も裏ではイメージしているよっていうところなのかなと
思いました。以上です。 

地域福祉課⻑：ありがとうございます。金ケ江さん、何かあれば。 
金ケ江委員：去年、⺠⽣委員で高齢者訪問をしたときに初めて成年後見を使っている方、⺟は弁護士

に頼んでやっている、っていう 1 件しか分からなくて。一般的に、その場合のケース
は、子どもが面倒見ていたんですけれど、お金の管理を息子ができないので、後見人制
度に申し込んだという。一般的にどういう人たちがどういう理由で、というのが僕とし
ては実感がなくて、どういう理由で使われるのか知りたいなと基本的なことを知りたい
なと。変な質問ですみません。 

石塚委員：どんな方という話ですけれど、我々が大体直面しているセンターに⼊ってきている方っ
ていうのは、正に介護現場とかで施設⼊所が必要で、かといってその人の判断能力が十
分ではなくて、契約行為が難しい、なおかつご親族でもお手伝いしてくださるような方
がすぐみつからないとか、今はご家族が疎遠になってしまって、まあ色々それまえの⽣
活内で課題があって手伝いたくありませんとかですね、そういう方も結構いらっしゃる
んですよね。そうするとどなたも支援することができないということになりますので、
そこで我々がお手伝いさせていただいているという感じなります。いずれにせよ、お一
人では契約行為とかそういったことができない、あとよくあるパターンっていうのが、
銀行に行ってお金を下ろそうと思ったんだけれどもうまく手続きができなくて、銀行員
の方に「成年後見に付けてもらわないと駄目ですね」とか言われてそこから成年後見人
を付けないと、とその場合はご家族からご相談いただくことが、まあその場合ご家族が
下すということができないので、そういったところから⼊ってくる。割とそんなに特別
なものではないと、特別な方々ではないと、捉えていただくとよいかと思います。そう
いう状況になっても何とか暮らせていらっしゃるという方もいらっしゃるんですけれど
も、認知症でも、認知症のどういった症状が出ていらっしゃるかで日常をどう過ごせる
かというのは変わってきますし、精神の障がいでもそうですよね。知的、発達の方で
も、今まで日常的な⽣活をどのように積み重ねてきたかで、どこでどういう支援が必要
となるか、ほんと人それぞれなので。それぞれに対して一つ一つ丁寧に見ていくしかな
い。繰り返しになりますけれども、特別なことではない、特別な人ではないというふう
に思います。 

金ケ江委員：ありがとうございます。 
地域福祉課⻑：小森委員、何かありますか。 

小森委員：メールで質問させていただいたので、特に今はないです。 
地域福祉課⻑：そうですか。ありがとうございます。永並さん、どうぞ。 

永並委員：いいですか。先程持田さんが仰っていた１３ページ、出前講座の件で、ここでそういう
こともあるじゃないかという話になったと思うんですけれど。ですから、市⺠活動団体



のその後に教育機関等とか⼊れたらどうなんでしょうか。 
地域福祉課⻑：はい、基本的にはですね、今回の計画につきましては、こちらでいかせていただきたい

と思います。当然ながら、関係機関の中にはですね、福祉分野だけでなく教育分野も含
めたかたちという議論もありましたので、そういったことも裏の中では⼊っているとい
う理解で結構でございます。これにつきましては、様々なご意見頂戴するところでござ
いますけれども、お時間の関係もございますので、本日のところはこの辺で締めさせて
いただきたいと思います。非常にいろんなご意見、ご感想ありがとうございました。 
本日の主な議題は以上となります。以上になります。 

 
今後のスケジュールにつきましては、来年度の地域福祉推進委員会はですね、全 3 回程
度の開催を予定しております。具体的な日時等は改めて調整をさせていただきますの
で、よろしくお願いいたします。また本日の委員会閉会後にですね、事務局の方から、
報酬の支払いなどに関しする事務連絡をさせていただきます。また、委員のですね、委
員会の運営に関する事項や、地域福祉計画の概要につきまして、ちょっと時間も限られ
ていますので、簡単にご説明をさせていただければと思っておりますので、よろしくお
願いいたします。 

福祉保健部⻑：今回からこのメンバーということになります。まだ選出がなされていない関係機関もあ
りますし、学識経験の方もこれから選出ということでございますが、来年度からもどう
ぞよろしくお願いいたします。 

地域福祉課⻑：よろしくお願いたいします。ありがとうございました。本日の議題はこれで終了いたし
ました。来年度から引き続き、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。それではこ
れをもちまして令和 7 年度第 2 回地域福祉推進委員会を閉会とさせていただきますの
で、どうもありがとうございました。 

 


